
免税寄附金募集要項 

 

１．寄附金の目的・内容 

  本協会の実施するスポーツ振興事業の充実及び加盟競技団体の選手強化事業の充実並びにスポ

ーツを通じ社会貢献のために行います。 

 この寄附金は、本協会が直接事業推進のために利用するものと、加盟競技団体の選手強化事業

に利用するものとに分けて活用させていただきます。 

 

２．寄附金充当事業の指定 

  ①山形県スポーツ協会が行う以下の事業 

    ・市町村スポーツ振興事業  ・スポーツ少年団育成事業  ・競技力強化事業 

  ②加盟競技団体が行う事業 

   寄付する競技団体を指定して寄附できます。この場合、一旦山形県スポーツ協会に納付した

後、県スポーツ協会から競技団体へ寄附することになります。 

   この場合、納入された寄附金から３％の事務費を差し引いた額を指定された競技団体へ納入

することになります。 

 

３．寄附金募集期間    随 時 

  

４．寄附金の取扱い 

  ①寄附申込書のご提出 

    別紙「寄附申込書」に所要事項をご記入・ご捺印いただき、本協会あてご提出ください。 

    申込書の提出は、郵送でも構いません。 
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  ②寄附金の払込方法 

    お申込みいただきました金額を、下記にお振込みください。 

      山形銀行 県庁支店 普通預金 3014568 

      口座名  公益財団法人山形県スポーツ協会 理事長 武田 浩一 

        （ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ ﾘｼﾞﾁｮｳ ﾀｹﾀﾞｺｳｲﾁ） 

③免税扱いの手順 

ⅰ お申込書の提出、ご送金の手続きが完了された方には、免税による寄附金の取り扱いが 

可能な公益財団法人山形県スポーツ協会が発行する領収書が交付されます。 

   ⅱ 公益財団法人山形県スポーツ協会発行の寄附金領収書は、確定申告時にご使用ください。 

    ※寄附者が法人の場合、一般の寄附金損金算入額と別枠で損金算入限度額まで損金算入が

可能です。寄附者が個人の場合は、所得税法上の寄附金控除の対象となります。 


